
 

鳥取大学大学院エンカレッジ・ファンド（社会人特別枠）給付要項 

 

令和３年８月３日 
学  長  決  裁 

 
１．趣 旨 

この要項は、鳥取大学大学院博士課程（前期、後期の課程に区分する場合の博士課程は博士

後期課程に限る。以下同じ。）に入学する鳥取県内の企業・公設試等に所属する社員・公務員等

の社会人の入学を促進し、地域に求められる人材の育成を図ることにより、もって大学の地域

活性化に資することを目的とするエンカレッジ・ファンド（社会人特別枠）の給付について定

める。 

 

２．財源及び給付額 
財源及び給付額は、次のとおりとする。 

（１）個人又は団体から寄附された資金及びそれから生じる果実をもって充てる。 
（２）給付額は、年度毎に予算の範囲内で決定し、１人当たり年額５０万円を限度とする。 

 

３．対象者 
対象となる者は、博士課程の学生のうち、社会人特別入試等により入学し、入学後も社員・

公務員等の身分を有する者とし、当該年度において各研究科１人とする。なお、連合農学研究

科にあっては鳥取大学に配属される者のみとする。 

 

４．選 考 
研究科長は、各研究科において定めた基準による審査の上、１０月末までに受給候補者１人

を推薦し、学長が、受給者を決定する。ただし、休学・留年中の者は、選考の対象としない。 

 

５．給付方法 
給付は、当該給付年度に１回、受給者からの請求書に基づき、受給者名義の口座に振り込む。 

 

６．返納 
当該給付年度において、受給者が懲戒処分を受けた場合は、当該給付年度末までに全額返納

させる。 

 

７．事 務 
エンカレッジ・ファンドの事務は、関係する各学部事務部の協力を得て、学生部学生生活課

において処理する。 

 

８．雑 則 
この要項の実施に関し必要な事項は、理事（教育担当）又は各研究科長が定めるほか、「鳥取

大学授業料の免除及び徴収猶予に関する規程」等を準用するものとする。 
 
 

附 則 
この要項は、令和３年８月３日から施行し、令和４年度入学生から適用する。 

 


